
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

必要書類をご準備のうえ、〈ろうきん〉大竹支

店にご来店いただき、本申込みの手続きをし

ていただいた後、ご融資を実行いたします。

●保 証　／　（一社）日本労働者信用基金協会 
●ご返済方法　／　毎月返済、または毎月・ボーナス併用返済 
●お申込み条件　／　下記の①～④にすべて該当される方 

① 廿日市市に勤務または居住する勤労者の方 
② 居住年数および勤続年数が１年以上の方 
③ 前年税込年収が１５０万円以上の方 
④ 税金を滞納されていない方 

廿日市市民のみなさんのため
のローンです。

廿日市市に勤務または居住する勤労者の方へ

自治体提携融資制度とは、 

「勤労者の生活安定」と「福祉の向上」を目的に、廿日市市と〈ろうきん〉が提携して提供する 

●お使いみち　／ 教育費・住宅費・医療費・介護器具購入費 
・冠婚葬祭費・福祉車両購入費 

●ご融資限度額　／ 最高 500 万円（教育費・住宅費） 
最高 200 万円（医療費・介護器具購入費・冠婚　　

葬祭費・福祉車両購入費） 
●ご融資金利　／　年利１．88％ 固定金利（保証料込み） 
　　　　　　　　　　　※ご融資日の金利を適用します。 
●ご返済期間　／　最長 10 年（医療費・介護器具購入費・冠婚葬

祭費・福祉車両購入費は最長 5 年） 
●担 保　／　不要

※審査の結果、ご融資できないなど、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。　 
※くわしい説明書が必要な方は店頭へお申し出ください。 

●くわしいお問い合わせ・ご相談は


